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令和５年建設市民委員会会議録

１．招集年月日 令和５年４月28日

２．招集の場所 可児市役所５階第１委員会室

３．開 会 令和５年４月28日 午前９時50分 臨時委員長宣告

４．審 査 事 項

１．委員長互選について

２．副委員長互選について

３．議会報告会に向けて

５．出席委員 （７名）

委 員 長 松 尾 和 樹 副 委 員 長 川 上 文 浩

委 員 伊 藤 健 二 委 員 中 村 悟

委 員 酒 井 正 司 委 員 伊 藤 壽

委 員 髙 木 将 延

６．欠席委員 なし

７．職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局
議会総務課長 佐 藤 一 洋 書 記 林 桂太郎

議 会 事 務 局
書 記 中 水 麻 以



－２－

開会 午前９時50分

○臨時委員長（酒井正司君） おはようございます。

ただいまから建設市民委員会を開会します。

山根議員が令和５年４月27日付で議員辞職され、副委員長より委員長辞任届が提出されて

おりますので、可児市議会議員委員会条例第９条第２項の規定により、年長委員の私が臨時

委員長の職務を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。

それでは、協議題１．委員長の互選についてを議題といたします。

互選を行う前に、立候補または推薦の有無について確認をさせていただきます。

建設市民委員会の委員長に立候補される方、または推薦される方はお見えでしょうか。

〔挙手する者あり〕

立候補が１名ありました。そのほかに立候補もしくは推薦される方はお見えでしょうか。

〔挙手する者なし〕

それでは、これより委員長の互選を行います。

委員長互選は、可児市議会会議規則第126条第５項の規定により、指名推選の方法により

行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

異議なしと認め、委員長の互選は指名推選により行うことと決定いたしました。

それでは、臨時委員長である私から指名することにいたしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

異議なしと認め、臨時委員長において指名することとします。

それでは、建設市民委員長に松尾委員を指名いたします。

お諮りします。松尾委員を委員長と決定することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

異議なしと認め、松尾委員を建設市民委員長とすることに決定いたしました。

それでは、委員長と交代させていただきます。御協力ありがとうございました。

○委員長（松尾和樹君） それでは、改めまして皆さんおはようございます。

ただいま皆様にお認めいただきまして、このたび建設市民委員会の委員長となりました松

尾和樹と申します。

まさかこのような形で委員長が変わるということになるとは思っていませんでしたが、戸

惑う部分もありましたが、これからは残りの短い期間になりますが、皆様一丸となって建設

市民委員会としてやらなければいけないことを一生懸命取り組むと、目の前の議会報告会で

すね、まずはこちらになると思いますが、皆様のお力を借りて、この建設市民委員会を滞り

なく進めていきたいと思いますので、御理解と御協力のほどどうぞよろしくお願いいたしま

す。

それでは、引き続き副委員長の互選を行いたいと思います。
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互選の方法は、会議規則により投票で行うこととなりますが、委員全員の同意が得られる

場合は、指名推選の方法を取ることもできますので、立候補者等が１名のみの場合は、指名

推選により互選を行うこととします。

それでは、建設市民委員会の副委員長に立候補される方、または推薦される方は見えます

か。

○委員（川上文浩君） はい、立候補します。

○委員長（松尾和樹君） そのほかいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔挙手する者なし〕

それでは、これより副委員長の互選を行います。

副委員長の互選は、可児市議会会議規則第126条第５項の規定により、指名推選の方法に

より行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

異議なしと認め、副委員長の互選は指名推選により行うことと決定いたしました。

それでは、委員長である私から指名することにしたいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

異議なしと認め、委員長において指名することとします。

それでは、建設市民副委員長に川上文浩委員を指名いたします。

お諮りします。川上文浩委員を副委員長と決定することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

異議なしと認め、川上文浩委員を建設市民副委員長とすることに決定いたしました。

それでは、協議題の３番目の議会報告会に向けてということで進めさせていただきたいと

思います。

議会報告会に向けてですけれども、私のほうから２点説明させていただきたいと思います。

暫時休憩といたします。

休憩 午前９時55分

────────────────────────────────────────

再開 午前９時58分

○委員長（松尾和樹君） では暫時休憩を解きます。

続きまして、議会報告会に向けて私のほうから説明させていただきたいと思います。

まず、４月26日にグループウエアのほうで配信させていただきました内容を皆さんと共有

させていただきたいと思います。①②③と時刻表が載っておりますが、これは以前の委員会

で川上委員からこちらの作成をしていただけるということで、提出いただいたものをそのま

ま添付させていただきました。

では、作成いただいた川上副委員長のほうから説明のほうをお願いします。

○副委員長（川上文浩君） 私も責任を感じて副委員長になりましたので、短い期間ではあり
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ますが、よろしくお願いしたいと思います。松尾委員長をしっかりと支えていくということ

で、議会報告会がこの後期の一番の山場になりますので、よろしくお願いします。

中水さんのほうから、前の事務局担当ですけれども、時刻表を全部資料いただきました。

全部見ても、ＹＡＯバスとかいろんな細かい路線があるんですけれども、東鉄関係の。そこ

をちょっとアクセスさせて乗車してやるということがちょっと難しい。特にＹＡＯバスに関

しては、もう全く名鉄の時刻表と合わないもんですから、これはちょっといいかなあという

ことでコミュニティバスを中心に組んでみました。あとは東鉄は西可児の駅の往復の部分を

入れさせていただいて、１、２、３と組ませていただいております。

１番ですが、こちらは可児駅から中心線右回りに行って、そのままの状態で可児駅まで戻

ってきて帷子のほうに行っていただいて、帷子からまた戻ってくるルートをつくりました。

８時発で着が11時20分。

２番は、８時42分に可児駅桜ケ丘線を出て、そのまま可児駅へ着いたらローズガーデンへ

行って往復して帰ってくると、11時56分着ということでつくらせていただきました。

３番目は、これは兼山線です。９時に可児駅を出ていただいて、六角堂に９時46分、その

まま戻って可児駅に着きます。その後、名鉄広見線に乗っていただいて御嵩駅まで行って帰

ってくるということで、ここは短いですが、10時40分ということで３つのルートをつくらせ

ていただきました。

できましたら、このときにランチミーティングを設定して、この市役所５階の会議室で昼

食を取りながら意見交換をしたいというふうに思っておりますので、このルートについては

以上のようになっております。下にあるように、これは山根さん、すみません、削っておい

てください。乗る方々の１番が酒井議員と髙木議員。２番が私と伊藤壽議員。３番が伊藤健

二議員と中村悟議員と松尾議員ということで組ませていただいております。

１日というともう来週になってしまいますので、これは事務局、議会報告会の案内とかは

できておる。

〔「チラシはあります」の声あり〕

チラシも含めてお渡しして、乗っていただきたいというふうに思いますので、その辺のと

ころをよろしくお願いしたいと思います。

私からルートについては以上です。

○委員長（松尾和樹君） 川上委員ありがとうございました。

このルートのことですけれども、何か質問等ありますでしょうか。

○委員（伊藤健二君） 時刻表の見方は単純に見ればいいんですね。

○副委員長（川上文浩君） そうです。

○委員（髙木将延君） すみません、グループウエアのほうには載せさせていただいたんです

が、まず１点が、１番の８時から８時36分までの中心線右回りなんですが、これは可児駅か

ら出てそのまま可児駅に戻ってきます。これをみんなで乗っても２番、３番間に合うんです

よ。なので、全員で乗って、それで一つそこが今度基準になるので、ほかのグループがいけ
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なかったところが右回りと比べてこうだったああだったということが言えると思うので、こ

れは全員で乗ったほうがいいのかあというのがまず１つです。全員で乗っていただけるなら、

そんなに次ないですけど、酒井議員のほうが、どうも西可児からの参加ということなので、

もし全員で乗られないとなると、１本目私１人だけになってしまうので、その辺もちょっと

考慮いただければと思います。

○委員長（松尾和樹君） 御発言ありがとうございます。

まず１点目の趣旨が、①に書いてある８時発可児駅（中心線右回り）、矢印の、そのまま

８時36分着、これが可児駅ということになるんですね。これを２番、３番の頭に入れてもい

いのではということだったと思います。皆さん今の御発言を聞きながらうなずかれておりま

したので、大方賛成なのかなあというふうに感じましたが、髙木委員の御提案のとおりで、

②③においても最初は８時発可児駅を委員全員で乗るということで、変更させていただきた

いと思いますが、何か御意見ありますでしょうか。

まず初めに、今の８時発という部分ですね、ここについては②③もそろえて８時出発可児

駅ということにさせていただきたいと思います。

○副委員長（川上文浩君） それは結構なんですけど、今ちょっと手元に時刻表なくて、部屋

に置いてあるのでごめんなさい。もし左回りもあったら、手分けして右と左に乗ると。多分

８時で左回りもあったかもしれない。ちょっと見てみますので、どちらにしても８時のバス

で全員乗っていくということで進めてもらえれば結構です。よって、可児駅に８時集合とい

うことになりますので。８時前に集合ですね。

〔発言する者あり〕

ちょっと暫時休憩お願いします。時刻表を持ってきます。すみません。

○委員長（松尾和樹君） では、まず暫時休憩とさせていただきます。

休憩 午前10時05分

────────────────────────────────────────

再開 午前10時25分

○委員長（松尾和樹君） それでは、暫時休憩を解きます。

まず、今皆さんに説明させていただきましたこの５月１日の視察なんですけれども、こち

らを委員会視察ということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

異議なしと認めまして、５月１日８時からの市内公共交通機関は委員会視察として執り行

うこととさせていただきたいと思います。

それと併せて、こちらは５月14日の議会報告会に向けての視察となります。５月14日の参

加者についてお話しさせていただきたいんですけれども、今回募集については、議会のトビ

ラとケーブルテレビ可児と可児市議会公式インスタグラムで行っておりますが、今回は事前

予約を受け付けずに、気軽に参加しやすいようにという趣旨で、そのようになっております

ので、当日になってみないとどれだけの方がいらっしゃるかちょっと分かりません。そこで、
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誰もいないでは困ってしまいますので、まず今回、この乗車する際に、１グループ当たりに

30枚ほどのチラシを用意しておりますので、すみません、私のほうでちょっと決めさせてい

ただきたいと思いますけど、１班は髙木さんが代表ということでこちらのチラシを持ってく

ださい。２班は川上副委員長、お願いします。３班は私が持ちますので、乗り合わせたお客

様に一言断って、このチラシをお渡しいただいて、当日来てくださいという勧誘を皆さんに

御協力いただきたいと思います。

あわせてなんですけれども、そこだけでは果たしてどれだけの方の参加が見込めるか分か

りませんので、これはお願いになりますが、少なくとも委員の皆さんが１人ないし２人当日

市民の方を連れてきていただきたいと思います。７人の委員がいますので、２人ずつ集めた

としたら二七、十四の参加者で、７人合わせて21人なので、そうしますと４グループとか分

かれて当日の議会報告会が開催できると思います。改めまして、皆さんには少なくとも１人

ないしは２人の市民の方を連れてきていただくということを強くお願いしたいと思いますの

で、御協力よろしくお願いいたします。

そのことについて、何か質問はありますでしょうか。特によろしいですか。

〔挙手する者なし〕

それでは、この件についてはそのほか何かございますでしょうか。全体を通してでも結構

ですが。よろしいですか。

〔挙手する者なし〕

それでは、この委員会におきましてはこの件については終了とさせていただきます。

本日の案件は全て終了いたしました。

そのほかに何かございますでしょうか。

○副委員長（川上文浩君） これは乗車されるときにチラシを配るんですけれども、簡単なイ

ンタビューとかできて、使い勝手どうですかとか利便性どうですかみたいなことは少しちょ

っと聞いていただくといいかなあと思いますので。

昔、林君、広報で腕章を作った覚えがあるんだけど、写真撮りに行くときに、不審者と思

われるということで広報で腕章を作ったんだよね、大分前に。あれはもうないかな。個人に

配ったんだっけ。もしそれがあったら頂戴。誰か２つあるなら代表で１人できるので。それ

があると大分不審者には思われないと思いますので。

〔「僕持っている」の声あり〕

持っています。ではしてください。すると、多分ちょっと違うので。それですね、名札と。

お願いします。

○委員長（松尾和樹君） 貴重な御意見ありがとうございます。

それではそのようにさせていただきたいと思います。

そのほか何かございますでしょうか。

〔挙手する者なし〕

なければ、これで建設市民委員会を閉会といたします。お疲れさまでした。
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閉会 午前10時29分
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前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

令和５年４月28日

可児市建設市民委員会委員長


